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第 

 

号 

 
 

 

長
久
手
町
交
通
安
全
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

長
久
手
町
交
通
安
全
条
例
（
平
成
十
三
年
長
久
手
町
条
例
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

第
十
一
条
を
第
十
四
条
と
し
、
第
五
条
か
ら
第
十
条
ま
で
を
三
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第

四
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。 

（
飲
酒
運
転
の
根
絶
） 

第
五
条 

町
は
、
町
民
、
関
係
機
関
等
と
連
携
し
、
飲
酒
運
転
の
根
絶
の
た
め
の
活
動
を

推
進
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
高
齢
者
等
交
通
弱
者
の
交
通
安
全
対
策
） 

第
六
条 

町
は
、
交
通
弱
者
で
あ
る
高
齢
者
、
子
ど
も
、
歩
行
者
等
の
安
全
を
図
る
た
め
、

そ
の
情
報
の
提
供
及
び
交
通
安
全
啓
発
活
動
を
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
等
の
着
用
等
の
推
進
） 

第
七
条 

町
は
、
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
（
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第

七
十
一
条
の
三
に
規
定
す
る
座
席
ベ
ル
ト
を
い
う
。
）
の
全
席
着
用
及
び
チ
ャ
イ
ル
ド
シ

ー
ト
（
同
法
第
七
十
一
条
の
三
に
規
定
す
る
幼
児
用
補
助
装
置
を
い
う
。
）
の
使
用
の
促

進
を
図
る
た
め
、
広
報
啓
発
活
動
を
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
二
年
十
二
月 

 
 

日
か
ら
施
行
す
る
。 

  


